
【表紙】
 

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年11月28日

【会社名】 エバラ食品工業株式会社

【英訳名】 EBARA Foods Industry,Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　宮崎　遵

【本店の所在の場所】 横浜市西区みなとみらい四丁目４番５号

横浜アイマークプレイス

【電話番号】 （045）226-0226（代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役　　髙井　孝佳

【最寄りの連絡場所】 横浜市西区みなとみらい四丁目４番５号

横浜アイマークプレイス

【電話番号】 （045）226-0226（代表）

【事務連絡者氏名】 専務取締役　　髙井　孝佳

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集（売出）金額】
 
一般募集 2,007,796,000円

オーバーアロットメントによる売出し 319,274,000円

（注）１　募集金額は、発行価額の総額であり、平成26年11月14

日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社

普通株式の終値を基準として算出した見込額でありま

す。

ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて

買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行

価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行

価格の総額は上記の金額とは異なります。

２　売出金額は、売出価額の総額であり、平成26年11月14

日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社

普通株式の終値を基準として算出した見込額でありま

す。

【安定操作に関する事項】 １　今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ

いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取

引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる

場合があります。

２　上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を

開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり

ます。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
　平成26年11月25日付をもって提出した有価証券届出書のうち、手取金の使途及び発行価格等の決定に伴い連動して訂

正される事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　証券情報

第１　募集要項

２　株式募集の方法及び条件

(2）募集の条件

４　新規発行による手取金の使途

(2）手取金の使途

第２　売出要項

１　売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）

第４　その他の記載事項

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

２【株式募集の方法及び条件】

（２）【募集の条件】

　　（訂正前）

＜前略＞

　（注）１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜中略＞

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」とい

う。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の

総額、差引手取概算額、本第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オー

バーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をい

い、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。）について、目論見書の訂正事項分

の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂

正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［ＵＲＬ］

http://www.ebarafoods.com）（以下「新聞等」という。）において公表します。なお、発行価格等が決定

される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され

ます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以

外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は

行いません。

＜後略＞

 

　　（訂正後）

＜前略＞

　（注）１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜中略＞

今後、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」とい

う。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の

総額、差引手取概算額、本第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取

金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出

価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。）について、目論見

書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価

証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト

（［ＵＲＬ］http://www.ebarafoods.com）（以下「新聞等」という。）において公表します。なお、発行

価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項

分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正

される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等

による公表は行いません。

＜後略＞
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４【新規発行による手取金の使途】

（２）【手取金の使途】

　　（訂正前）

　上記差引手取概算額1,999,898,000円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三

者割当による自己株式の処分の手取概算額上限300,587,550円と合わせて、手取概算額合計上限2,300,485,550

円については、全額を平成29年３月までに当社栃木工場の生産設備への設備投資額の一部に充当する予定であ

ります。

　また、上記手取金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

＜後略＞

 

　　（訂正後）

　上記差引手取概算額1,999,898,000円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三

者割当による自己株式の処分の手取概算額上限300,587,550円と合わせて、手取概算額合計上限2,300,485,550

円については、2,300,485,550円を平成29年３月までに当社栃木工場の生産設備への設備投資額の一部に充当

し、残額が生じた場合は、平成27年５月までに金融機関からの短期借入金の返済に充当する予定であります。

　また、上記手取金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

＜後略＞
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第２【売出要項】

１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

　　（訂正前）

＜前略＞

　（注）１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜中略＞

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格及び引受人の手取金）及び

発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、差引手取概算額、本第三者割当による

自己株式の処分の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及

びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代

え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の

提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［ＵＲＬ］

http://www.ebarafoods.com）（新聞等）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証

券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行

価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容につ

いての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

＜後略＞

 

　　（訂正後）

＜前略＞

　（注）１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜中略＞

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格及び引受人の手取金）及び

発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、差引手取概算額、本第三者割当による

自己株式の処分の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売

出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項

分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の

訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［ＵＲＬ］

http://www.ebarafoods.com）（新聞等）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証

券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行

価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容につ

いての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

＜後略＞
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第４【その他の記載事項】
　特に自己株式処分並びに株式売出届出目論見書に記載しようとする事項は次のとおりであります。

　　（訂正前）

＜前略＞

・表紙裏に以下の内容を記載いたします。

１　今後、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」とい

う。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総

額、差引手取概算額、本第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーア

ロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下

「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代

え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出

後 か ら 申 込 期 間 の 末 日 ま で の 期 間 中 の イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （［ＵＲＬ］

http://www.ebarafoods.com）（以下「新聞等」という。）において公表します。なお、発行価格等が決定され

る前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。ま

た、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容

についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

＜後略＞

 

　　（訂正後）

＜前略＞

・表紙裏に以下の内容を記載いたします。

１　今後、発行価格等（発行価格、発行価額、売出価格及び引受人の手取金をいい、以下「発行価格等」とい

う。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総

額、差引手取概算額、本第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使

途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額

をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。）について、目論見書の訂正事項分

の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届

出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［ＵＲＬ］

http://www.ebarafoods.com）（以下「新聞等」という。）において公表します。なお、発行価格等が決定され

る前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。ま

た、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容

についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。

＜後略＞
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